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予算のご報告予算のご報告



2 月 26 日に開催された第139 回組合会で、当健保組合の令和 7 年度　　  予算と事業計画が可決・承認されました。このページでは、そのあらましをご紹介します。

一般保険料率を維持、   介護保険料率は引き下げ一般保険料率を維持、   介護保険料率は引き下げ

　
団
塊
の
世
代
約
８
０
０
万
人
が
す
べ
て
75
歳
以
上
の
後
期
高
齢

者
と
な
り
、
か
つ
て
な
い
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
い
ま
す
。
か
ね

て
よ
り
「
２
０
２
５
年
問
題
」
と
呼
ば
れ
、
社
会
へ
の
さ
ま
ざ
ま

な
影
響
が
危
惧
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
医
療
保
険
や
介
護
保

険
、
年
金
な
ど
社
会
保
障
制
度
の
維
持
・
存
続
は
大
き
な
課
題
で

あ
り
、
国
に
お
い
て
制
度
改
革
に
向
け
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が
行
わ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
今
後
も
高
齢
化
は
さ
ら
に
進
行
し
、
健
保
組
合
が
負
担
す
る
高

齢
者
医
療
へ
の
納
付
金
の
増
加
は
不
可
避
で
す
。
ま
た
、
近
年
は

超
高
額
な
医
薬
品
等
に
よ
り
医
療
費
も
急
増
し
て
お
り
、
実
質
賃

金
の
減
少
が
続
く
な
か
、
健
保
組
合
は
厳
し
い
財
政
見
通
し
を
前

提
に
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
健
保
組
合
を
は

じ
め
と
す
る
現
役
世
代
の
過
度
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
も
、

年
齢
で
は
な
く
負
担
能
力
に
応
じ
て
支
え
合
う
全
世
代
型
社
会
保

障
の
構
築
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
は
、
予
算
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
数
は
若
干
の

減
少
、
標
準
報
酬
等
は
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
、
収

入
の
柱
と
な
る
保
険
料
に
つ
い
て
は
若
干
の
増
加
と
見
込
ん
で
お

り
ま
す
。
一
方
、
支
出
で
は
医
療
費
が
増
加
し
、
納
付
金
は
減
少

と
な
っ
た
も
の
の
保
険
料
収
入
の
４
割
を
超
え
る
非
常
に
大
き
な

負
担
で
あ
り
、
財
政
を
圧
迫
し
て
い
ま
す
。

　
当
健
保
組
合
は
平
成
29
年
度
か
ら
一
般
保
険
料
率
98
‰
を
維
持

し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
今
年
度
も
積
立
金
を
取
り
崩
し
繰
り
入

れ
る
こ
と
で
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
な
か
、
引
き
続
き
料
率
を
維

持
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　
令
和
７
年
度
も
各
種
事
業
の
効
率
化
に
努
め
、
医
療
費
適
正
化

の
た
め
被
扶
養
者
の
資
格
確
認
や
医
療
機
関
等
か
ら
の
請
求
の
チ

ェ
ッ
ク
強
化
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
促
進
な
ど
を
推
進

し
て
ま
い
り
ま
す
。み
な
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、適
正
受
診
、

健
康
づ
く
り
等
、医
療
費
の
節
減
に
ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
予
算
規
模
と
経
常
収
支

　
当
健
保
組
合
の
令
和
７
年
度
予
算
は
、
総
額
97
億
３
、
４
２
４

万
円
、
被
保
険
者
１
人
当
た
り
54
万
３
、
８
１
３
円
の
規
模
と
な

り
ま
し
た
。
実
質
的
な
収
支
で
あ
る
経
常
収
支
で
は
４
億
４
、
２

４
７
万
円
の
赤
字
と
な
る
見
込
み
で
す
。

●
主
な
費
目

　
令
和
７
年
度
は
、
保
険
料
と
し
て
89
億
７
、
１
６
５
万
円
（
被

保
険
者
１
人
当
た
り
50
万
１
、
２
１
０
円
）
を
見
込
み
ま
し
た
。

　
支
出
で
は
、
医
療
費
等
の
保
険
給
付
費
が
、
52
億
５
、
０
８
７
万

円
（
前
年
度
予
算
比
０
・
４
％
増
）、
前
期
高
齢
者
納
付
金
・
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
金
は
36
億
５
、
０
８
４
万
円
（
同
１
・

３
％
減
）
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
保
険
給
付
費
と
納
付
金
で
、
保
険

料
収
入
の
99
％
を
占
め
て
い
る
状
況
で
す
。

　
支
出
に
対
し
収
入
が
不
足
し
て
お
り
ま
す
が
、
繰
越
金
１
億
円

と
、
別
途
積
立
金
４
億
円
等
の
補
て
ん
に
よ
り
、
収
支
の
均
衡
を

図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

●
健
康
づ
く
り
事
業

　
令
和
６
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

に
基
づ
き
、
効
率
的
に
保
健
事
業
を
展
開
し
て
ま
い
り
ま
す
。
特

定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
を
含
む
各
種
健
診
や
健
康
増
進
、
保
養

の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
保
健
事
業
費
に
は
、
３
億
４
、
６
８
６
万

円
（
被
保
険
者
１
人
当
た
り
１
万
９
、
３
７
８
円
）
を
予
定
し
て

い
ま
す
。

★�

こ
の
ほ
か
収
支
の
詳
細
は
、
グ
ラ
フ
（
令
和
７
年
度
予
算
の
あ
ら
ま
し
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※（　）内は被保険者1人当たり額

令和７年度
予算と事業計画が
まとまりました

健
保
組
合
を
取
り
巻
く
情
勢

医
療
費
が
増
加

令
和
７
年
度
一
般
勘
定
予
算
の
あ
ら
ま
し

一般勘定一般勘定 予算のあらまし令和７年度 

一
般
勘
定

【経常収入】
90億1,338万1千円
（50万3,541円）

収入
【経常支出】

97億3,424万6千円
（54万3,813円）

●被保険者数………………………17,900人����（− 50人）
　　男………………………………13,563人��（− 120人）
　　女……………………………… 4,337人����（＋ 70人）
●平均標準報酬月額………… 362,000円（＋ 5,000円）
●平均標準賞与年額…………880,000円（＋ 60,000円）
●保険料率（一般）� ……………………… 1000分の 98.0

※事業主・被保険者とも 1000分の 49.0ずつ負担。
 ・ 特定保険料率 1000分の 39.200、調整保険料 1000分の

1.300を含む。
 ・ 特定保険料率とは、一般保険料率のうち高齢者医療への納付金

にあてられる分を料率換算したもの。

97億3,424万6千円
（54万 3,813円）

予算総額

支出
●保険料
　89億7,165万5千円
　（50万1,210円）
　➡�事業主・被保険者から納めていただ

いています。

●国庫補助金収入・出産育児交付金・
　財政調整事業交付金
　１億378万8千円�（5,798円）
　➡�財政調整事業交付金は、一定額を超える

高額医療費に健保連から交付されます。

●雑収入
　2,226万4千円�（1,244円）

●繰越金
　1億円�（5,587円）

●繰入金
　4億1,200万円�（2万3,017円）

●国庫負担金収入・他
　367万8千円�（205円）

●調整保険料
　1億2,086万1千円
　（6,752円）
　➡�健保組合の共同事業（一定

額を超える高額医療費の
交付金等）の財源に。

●事務費
　1億7,805万3千円
　�（9,947円）
　➡�組合の運営経費、理事会・

組合会の費用など。

●保険給付費
　52億5,087万2千円�（29万3,345円）
　・法定給付費��52億5,055万2千円�（29万3,327円）
　・付加給付費��32万円�（18円）
　➡�被保険者・被扶養者の医療費等にあてられます。

●予備費
　1億4,350万6千円�
　（8,017円）

●その他
　4,325万3千円
　（2,416円）

●財政調整事業拠出金
　1億2,086万1千円
　（6,752円）

●納付金
　36億5,084万円�（20万3,958円）
　➡�高齢者医療を支えるために現役世代の健保

組合等に納付が義務づけられた費用など。

●保健事業費
　3億4,686万1千円�（1万9,378円）
　➡�みなさまの健康づくりのための費用。
　　4ページでご案内する各種事業を実施します。

予算の基礎となった数値
※（　）内は前年度予算比
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※（　）内は前年度予算比

※事業主・被保険者ともに1000分の 8.2 ずつ負担

令和7年3月分から
1000分の16.4

令和7年2月分まで

1000分の17.6

予算の基礎となった数値

令和７年３月分～令和８年２月分

合計保険料額
標準報酬

報酬月額 合 計 ③
（①＋②）被保険者被保険者

事 業 主
等級 月 額

健康保険料月額

39.2/1000

   （再掲）
特定保険料
合  計

114.4/1000

合 計 ①

49.0/1000 98.0/1000

介護保険料月額

合 計 ②

8.2/1000 16.4/1000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

58,000
68,000
78,000
88,000
98,000
104,000
110,000
118,000
126,000
134,000
142,000
150,000
160,000
170,000
180,000
190,000
200,000
220,000
240,000
260,000
280,000
300,000
320,000
340,000
360,000
380,000
410,000
440,000
470,000
500,000
530,000
560,000
590,000
620,000
650,000
680,000
710,000
750,000
790,000
830,000
880,000
930,000
980,000
1,030,000
1,090,000
1,150,000
1,210,000
1,270,000
1,330,000
1,390,000

円  円  
2,842
3,332
3,822
4,312
4,802
5,096
5,390
5,782
6,174
6,566
6,958
7,350
7,840
8,330
8,820
9,310
9,800
10,780
11,760
12,740
13,720
14,700
15,680
16,660
17,640
18,620
20,090
21,560
23,030
24,500
25,970
27,440
28,910
30,380
31,850
33,320
34,790
36,750
38,710
40,670
43,120
45,570
48,020
50,470
53,410
56,350
59,290
62,230
65,170
68,110

円  
5,684
6,664
7,644
8,624
9,604
10,192
10,780
11,564
12,348
13,132
13,916
14,700
15,680
16,660
17,640
18,620
19,600
21,560
23,520
25,480
27,440
29,400
31,360
33,320
35,280
37,240
40,180
43,120
46,060
49,000
51,940
54,880
57,820
60,760
63,700
66,640
69,580
73,500
77,420
81,340
86,240
91,140
96,040
100,940
106,820
112,700
118,580
124,460
130,340
136,220

円  
2,274
2,666
3,058
3,450
3,842
4,077
4,312
4,626
4,939
5,253
5,566
5,880
6,272
6,664
7,056
7,448
7,840
8,624
9,408
10,192
10,976
11,760
12,544
13,328
14,112
14,896
16,072
17,248
18,424
19,600
20,776
21,952
23,128
24,304
25,480
26,656
27,832
29,400
30,968
32,536
34,496
36,456
38,416
40,376
42,728
45,080
47,432
49,784
52,136
54,488

円  
475
557
639
721
803
853
902
967
1,033
1,099
1,164
1,230
1,312
1,394
1,476
1,558
1,640
1,804
1,968
2,132
2,296
2,460
2,624
2,788
2,952
3,116
3,362
3,608
3,854
4,100
4,346
4,592
4,838
5,084
5,330
5,576
5,822
6,150
6,478
6,806
7,216
7,626
8,036
8,446
8,938
9,430
9,922
10,414
10,906
11,398

事 業 主 被保険者

57.2/1000

事 業 主

円  
476
558
640
722
804
853
902
968
1,033
1,099
1,165
1,230
1,312
1,394
1,476
1,558
1,640
1,804
1,968
2,132
2,296
2,460
2,624
2,788
2,952
3,116
3,362
3,608
3,854
4,100
4,346
4,592
4,838
5,084
5,330
5,576
5,822
6,150
6,478
6,806
7,216
7,626
8,036
8,446
8,938
9,430
9,922
10,414
10,906
11,398

円  
951
1,115
1,279
1,443
1,607
1,706
1,804
1,935
2,066
2,198
2,329
2,460
2,624
2,788
2,952
3,116
3,280
3,608
3,936
4,264
4,592
4,920
5,248
5,576
5,904
6,232
6,724
7,216
7,708
8,200
8,692
9,184
9,676
10,168
10,660
11,152
11,644
12,300
12,956
13,612
14,432
15,252
16,072
16,892
17,876
18,860
19,844
20,828
21,812
22,796

円  
3,317
3,889
4,461
5,033
5,605
5,949
6,292
6,749
7,207
7,665
8,122
8,580
9,152
9,724
10,296
10,868
11,440
12,584
13,728
14,872
16,016
17,160
18,304
19,448
20,592
21,736
23,452
25,168
26,884
28,600
30,316
32,032
33,748
35,464
37,180
38,896
40,612
42,900
45,188
47,476
50,336
53,196
56,056
58,916
62,348
65,780
69,212
72,644
76,076
79,508

円  
3,318
3,890
4,462
5,034
5,606
5,949
6,292
6,750
7,207
7,665
8,123
8,580
9,152
9,724
10,296
10,868
11,440
12,584
13,728
14,872
16,016
17,160
18,304
19,448
20,592
21,736
23,452
25,168
26,884
28,600
30,316
32,032
33,748
35,464
37,180
38,896
40,612
42,900
45,188
47,476
50,336
53,196
56,056
58,916
62,348
65,780
69,212
72,644
76,076
79,508

円  
6,635
7,779
8,923
10,067
11,211
11,898
12,584
13,499
14,414
15,330
16,245
17,160
18,304
19,448
20,592
21,736
22,880
25,168
27,456
29,744
32,032
34,320
36,608
38,896
41,184
43,472
46,904
50,336
53,768
57,200
60,632
64,064
67,496
70,928
74,360
77,792
81,224
85,800
90,376
94,952
100,672
106,392
112,112
117,832
124,696
131,560
138,424
145,288
152,152
159,016

円以上           円未満
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～

63,000
73,000
83,000
93,000
101,000
107,000
114,000
122,000
130,000
138,000
146,000
155,000
165,000
175,000
185,000
195,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
395,000
425,000
455,000
485,000
515,000
545,000
575,000
605,000
635,000
665,000
695,000
730,000
770,000
810,000
855,000
905,000
955,000
1,005,000
1,055,000
1,115,000
1,175,000
1,235,000
1,295,000
1,355,000

63,000
73,000
83,000
93,000
101,000
107,000
114,000
122,000
130,000
138,000
146,000
155,000
165,000
175,000
185,000
195,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
370,000
395,000
425,000
455,000
485,000
515,000
545,000
575,000
605,000
635,000
665,000
695,000
730,000
770,000
810,000
855,000
905,000
955,000
1,005,000
1,055,000
1,115,000
1,175,000
1,235,000
1,295,000

1,355,000 円以上
　1）令和7年3月1日からの健康保険料率は、昨年度と同率の1000分の98.0となりました（特定保険料再掲は、高齢者医療に要する支援費用となります）
　2）介護保険料率は、1000分の 16.4 となりました
　3）保険料月額………………………標準報酬月額×保険料率（事業主と被保険者が折半負担）
　4）賞与に係る保険料月額…………標準賞与額×保険料率（事業主と被保険者が折半負担）
　　　（注1）標準賞与額 ……………賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額
　　　（注2）標準賞与額の上限額 …毎年4月1日から翌年3月31日までの標準賞与額の累計額が573万円を超える場合は、573万円を上限額とする

　
保
険
知
識
の
Ｐ
Ｒ

　
●

広
報
誌
『
健
保
だ
よ
り
』
の
発
行

　

  

（
6
月
・
9
月
・
1
月
・
3
月
）

　
●

ポ
ス
タ
ー
の
発
行
（
年
3
回
・
随
時
）

　
●

健
康
者
表
彰
（
6
月
）

　
●

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
通
知
（
随
時
）

　
●

医
療
費
の
お
知
ら
せ
（
２
月
）

　
●

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
情
報
提
供
（
随
時
）

　
●

赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
社
「
育
児
雑
誌
」
の
配
布
（
年
間
）

　
病
気
の
予
防
と
早
期
発
見

　
●

男
女
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
（
4
月
～
12
月
）

　
●

春
季
女
性
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
（
4
月
～
8
月
）

　
●

人
間
ド
ッ
ク
（
4
月
～
12
月
）

　
●

脳
ド
ッ
ク
（
年
間
）

　
●

特
定
健
康
診
査
（
4
月
～
12
月
）

　
●

特
定
保
健
指
導
（
年
間
）

　
●

家
庭
用
救
急
薬
品
の
配
付
（
11
月
）

　
●

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
（
健
保
契
約
料
金
）（
10
月
～
1
月
）

　
●

健
診
受
診
勧
奨
通
知
書
及
び
重
症
化
予
防
受
診
勧
奨
通
知
書
の
送
付
（
随
時
）

　
健
康
増
進

　
●

プ
ー
ル
施
設
利
用
補
助
（
7
月
～
9
月
）

　
●

健
康
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
「
へ
る
す
ぴ
あ
」（
電
設
工
業
健
保
組
合
の
施
設
）

の
割
引
利
用
（
年
間
）

　
●

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
の
法
人
契
約
（
年
間
）

　
●

Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ 

ｎ
ｅ
ｔ 

ク
ラ
ブ
の
優
待
利
用
（
年
間
）

　
心
と
体
の
保
養

　
●

契
約
保
養
施
設
（
Ｊ
Ｔ
Ｂ
契
約
保
養
所
、
直
接
契
約
保
養
所
、
休
暇
村
）
の

利
用
補
助
（
年
間
）

　
●

共
同
利
用
保
養
所
の
利
用
（
年
間
）

　
●

リ
ゾ
ー
ト
ト
ラ
ス
ト
の
会
員
料
金
で
の
利
用
（
年
間
）

令
和
７
年
度
に
実
施
す
る

保
健
事
業

　
介
護
保
険
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
毎
年
、

国
よ
り
当
健
保
組
合
に
割
り
当
て
ら
れ
た
概

算
介
護
納
付
金
の
額
を
も
と
に
保
険
料
率
の

計
算
（
見
直
し
）
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
の
当
健
保
組
合
の
概
算
介

護
納
付
金
は
９
億
７
、３
８
６
万
１
千
円
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
令
和
７
年
度
の
介
護

保
険
料
率
は
１
０
０
０
分
の
１・
２
引
き
下

げ
１
０
０
０
分
の
16
・
４
と
し
ま
し
た
。
な

お
、
令
和
７
年
度
予
算
の
介
護
保
険
収
入
は

９
億
８
、９
０
８
万
２
千
円
（
介
護
保
険
第

２
号
被
保
険
者
た
る
被
保
険
者
１
人
当
た
り

９
万
３
、８
４
１
円
）
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

保  険  料  額  表東京都金属プレス工業健康保険組合

介護納付金は、従来は、加入者数に応じて負担する「加入者割」で算出されていましたが、
平成29年8月から、報酬水準に応じて負担する「総報酬割」が導入されました。令
和2年度からは全面総報酬割となり、報酬水準が高めの健保組合では介護納付金の負
担が増えています。

介護納付金の算出に総報酬割が導入されています

令和７年度  収入支出予算概要表

平成30年度 令和元年度 令和2年度
総報酬割の比率 1/2 3/4 全面

一般勘定

介
護
勘
定

介護勘定

介護勘定
●介護保険第 2 号被保険者数� …………………………13,716人（− 109人）
●介護納付金の１人当たり概算額……………………… 87,623円（＋ 16円）
●介護保険第 2 号被保険者たる被保険者数�……………10,540人（− 110人）
●平均標準報酬月額…………………………………�396,000円（＋ 6,000円）
●平均標準賞与年額……………………………… �970,000円（＋ 60,000円）
●介護保険料率

令
和
７
年
度

令
和
７
年
度

「
介
護
勘
定
予
算
」の
概
要

「
介
護
勘
定
予
算
」の
概
要

収 入 支 出

介 護 保 険 収 入
繰 入 金
雑 収 入
合 　 　 　 　 計

介 護 納 付 金
介護保険料還付金
予 備 費
合 　 　 　 　 計

科　　目 科　　目
989,082
10,000

5
999,087

973,861
3,000
22,226

999,087

予算額（千円） 予算額（千円）
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仕事中や通勤途中のケガや疾病は
労災保険の対象となり、

健康保険を使用することはできません
健康保険では、業務外の事由によるケガや疾病に関して保険給付を行います。仕事中や通勤途

中に起因する負傷または疾病にかかった場合には、労災保険の対象となります。
医療機関受付で「労災」であることを必ず申し出てください。

　
当
健
康
保
険
組
合
で
は
医
療
費
が
適
正
に
使
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認

す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
ケ
ガ
な
ど
の
外
傷
性
疾
病
で
医
療
機
関
を
受

診
さ
れ
た
方
に
、「
傷
病
原
因
の
照
会
に
つ
い
て
」
を
被
保
険
者
（
被
扶

養
者
分
を
含
む
）
の
ご
自
宅
へ
郵
送
し
て
い
ま
す
。
お
手
元
に
届
い
た

際
は
、
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

「
傷
病
原
因
の
照
会
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
の
回
答
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
仕
事
中
の
ケ
ガ
や
疾
病
に
は
業
務
災
害
と
通
勤
災
害
が
あ
り
ま
す
。
受

診
時
に「
労
災
で
す
」と
申
し
出
て
、
ケ
ガ
や
疾
病
の
発
生
状
況
を
伝
え
ま

し
ょ
う
。
該
当
す
る
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
い
場
合
は
、
お
近
く
の
労
働

基
準
監
督
署
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
業
務
災
害

　
業
務
時
間
内
に
起
き
た
ケ
ガ
や
疾
病（
仕
事
に
関
係
し
な
い
行
為
が
原
因

の
場
合
は
除
く
）。
職
場
の
敷
地
内
、
作
業
現
場
、
訪
問
先（
移
動
中
も
含

む
）な
ど
場
所
を
問
い
ま
せ
ん
。
在
宅
勤
務
な
ど
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
仕
事

中
も
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
該
当
し
ま
す
。
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
被
害
に
よ

る
メ
ン
タ
ル
不
調
な
ど
も
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
通
勤
災
害

　
自
宅
と
職
場
の
往
復
に
使
う
合
理
的
な
経
路
上
で
起
き
た
ケ
ガ
や
疾
病
。

ど
こ
ま
で
が
仕
事
中
？

業
務
災
害
と
通
勤
災
害

　
ケ
ガ
や
疾
病
で
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
、
健
康
保
険
を
使
用
す
る
こ

と
で
医
療
費
負
担
は
総
額
の
３
割
が
自
己
負
担
に
な
り
ま
す（
保
険
診
療
を

受
け
た
場
合
。
負
担
割
合
は
年
齢
・
収
入
に
よ
り
異
な
る
）。
た
だ
し
、
健

康
保
険
が
使
え
る
ケ
ー
ス
は「
業
務
外
」の
ケ
ガ
や
疾
病
に
限
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
仕
事
中
の
ケ
ガ
や
疾
病
の
場
合
は
、
労
災
保
険（
労
働
者
災
害
補
償

保
険
）が
適
用
さ
れ
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
従
業
員
を
一
人
で
も
雇
用
し
て
い
る
企
業
は
労
災
保
険
の
加
入
が
義
務
化

（
例
外
あ
り
）さ
れ
て
お
り
、
正
社
員
だ
け
で
な
く
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
や

ア
ル
バ
イ
ト
の
方
も
加
入
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
右
頁
の
例
の
よ
う
に
明
ら

か
に
仕
事
中
・
通
勤
中
の
ケ
ガ
で
あ
れ
ば
労
災
保
険
の
給
付
が
適
用
さ
れ
ま

す
。
労
災
保
険
の
場
合
、
医
療
費
は
全
額
給
付
に
な
る
の
で
自
己
負
担
は

あ
り
ま
せ
ん
。

(※)

(※)

仕
事
中
の
ケ
ガ
や
疾
病
は

労
災
保
険
で
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん

※�通勤とは、『「就業に関し」、「住居」と「就業場所」との間を「合
理的な経路及び方法」によって往復することをいう』と定めら
れており、帰宅途中での日用品の購入や通院などの後に、通常
の通勤経路に戻った場合は、その行為の時間を除き「通勤中」
と認められます。

〈通勤災害〉 〈業務上災害〉

●マンション共用部分や路上、駅など通勤中に
ケガをした

●帰宅途中に総菜を購入し、通勤経路に戻った
後にケガをした

●通退勤途中に保育園への送り迎え後、通勤経
路に戻りケガをした

●仕事の準備中や片付け中にケガをした

●仕事中にトイレに行ったり、水を飲んだりす
る途中にケガをした

●出張中にケガをした（私的な行動は除く）

●業務上のケガの治療薬により皮膚炎になった

●アルバイト・パートの方がケガをした

誤って健康保険で医療機関にかかってしまった場合

労災保険への切り替えが可能か、受診した医療機関において確認していただき、
必ず、当健康保険組合にご連絡をお願いいたします。

労災保険に関する手続きの詳細や判断に悩む場合などお問い合わせは、
お近くの労働局・労働基準監督署または労災保険相談ダイヤル

【0570-006031】へご相談ください

労災保険へ切り替えができる場合

勤務地でのケガ
（被扶養者のパート・アルバイト含む）通勤中のケガ

社内施設に起因する事故

会社内

合理的な経路

休憩時間
通勤経路外

労災保険へ切り替えができない場合

医療機関へ労災届出用紙を提出するこ
とで、医療機関が労災保険へ医療費の
請求を行います。
窓口で支払った自己負担分は医療機関
より返還されます。
※通勤災害の場合は、200円の一部負担金あり

当健康保険組合が負担した医療費を当
組合に返還していただき、窓口で支払っ
た自己負担分と合わせて、ご自身で労災
保険へ医療費の請求手続きをしていた
だきます。

たとえばたとえば

たとえばたとえば

会社内 出張先
（リモート先）

就業時間

通勤経路上

通 勤 中 仕 事 中
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　「健診のご案内」が届いたのに、予約

を後回しにすると、予約を取ることをそ

のまま忘れて受けそびれてしまうこともあ

ります。また、時期が遅くなると、健診

機関が混み合うため、予約が取りづらく

なります。

　ご自身の都合のよいときに受診するた

めにも、早めに予約しましょう。

「健診のご案内」が届いたら、すぐに予約しましょう

　通常は空腹時（10時間以上の絶食が必
要）に測定を行いますが、やむを得ず空腹
時以外で測定する場合、食後3時間30分
以上経っていれば随時中性脂肪による血
中脂質検査が可能となりました。

● 血中脂質検査：中性脂肪の測定値

　より正確にリスクを把握できるように、詳
細な選択肢に修正されました。

● 喫煙や飲酒に係る質問項目

2024年度から変更されています特定
健診

特定健診の
ご案内

今年こそは早めに
健診を予約しよう

明日は健診なの
健康状態をチェックできるから、

毎年受けているわ 私、去年も
受けていないわ

特定保健指導
のご案内

実はオレも去年、
案内が来て参加したけど、
ダイエットできて、
メタボも改善されたよ
それに体調もいいよ

健診でメタボのリスクが
高かったからだよ

　特定健診の結果、メタボリックシンドロームのリスクが高いと判定された方を対象に、健保組合から「特定保
健指導のご案内」が届きます。
　特定保健指導は、メタボ解消のチャンスです。自分一人ではなかなかできない生活習慣の改善を保健師・管理
栄養士などの専門家がサポートしてくれます。ご自分の健康を守るために、ぜひ積極的に参加しましょう。

2024年度から
変更点されています

＊2024年度特定健診結果に基づく
特定保健指導が対象。

　特定保健指導に参加して３カ月以上経過後の評価で、目標（腹囲２cm・体重２kg減※）を達成し
た場合には特定保健指導が終了となります。
※腹囲２cm・体重２kg減が未達成の場合、生活習慣病予防につながる行動変容や過程等を含めて評価されます。

● 腹囲減・体重減の結果を重視した評価に見直し（アウトカム評価を導入）。 

特定保健指導って誰に案内が来るの？

積極的支援

動機付け支援

特定保健指導の対象者の決め方
　特定健診の検査項目のうち、「内臓脂肪の蓄積（腹囲、BMI）」「血圧」「血糖」「脂質」「喫煙習慣」の結果に着目して、メタボ

のリスクが高い方が特定保健指導の対象者となります。

　メタボのリスクの度合いに応じて、「動機付け支援」（初期のメタボリスクがある方が対象）か「積極的支援」（メタボリスクが重複

している方が対象）のどちらの特定保健指導を受けるかが決まります。

3個

1個

積極的支援

動機付け支援

2個
ある

ない

1個
ある

ない

※糖尿病、高血圧症、脂質異常症の薬を服薬中の方は特定保健指導の対象外です。また、65～74歳の方は積極的支援に該当しても動機付け支援となります。

腹囲が
上記未満でも

BMI※ 25以上
※体重（kg）÷身長（m）2

男性 85cm以上
女性 90cm以上

腹 囲
2個以上

チェックが

喫 煙
習 慣

喫 煙
習 慣

チェック

最高 130mmHg 以上または
最低 85mmHg 以上

血 圧

空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖）
100mg/dL 以上または HbA1c 5.6％以上

血 糖

空腹時中性脂肪 150mg/dL 以上
（やむを得ない場合は
随時中性脂肪175mg/dL 以上）
または HDL コレステロール 40mg/dL 未満

脂 質

先輩、どうして私に
この案内が

来たんでしょうね

プロのサポートが受けられる！ 特 定 保 健 指 導

健診を受けるメリット

　生活習慣病などの病気は、予備
群や発症したばかりの段階では自覚
症状がほとんどありません。体調が
悪くなる前に健診で病気の芽を見つ
け、早めに摘むことが大事です。

病気の

早期発見ができる

　健診結果を参考に、普段の食生
活や運動習慣、飲酒などの生活習
慣を振り返り、ご自身の健康管理に
役立てましょう。

生活習慣を

振り返ることができる

　毎年健診を受けていると、検査
数値の経年変化を見ることができ、
年ごとの自分の体の変化を確認す
ることができます。

定期的に

健康チェックができる

　被扶養者のみなさん、健診を受けていますか。「忙しいから」「具合も悪くないから」と後回しにしていませんか。
　健診は健康状態を確認するよい機会です。ご自身のため、ご家族のためにも年に1回、健診を受けましょう。
　特定健診は、40歳以上の方が受ける健診で、メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病の予防を目
的としています。健保組合からお知らせが届いたら、さっそく健診の予約を入れましょう。

毎年、健診を受けましょう！
特 定 健 診必ず受けよう！年に1回

被扶養者の
2 人に 1 人は
受けています

なるほど 得なるほど 納
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登録する

登録せずに終了

マイナンバーカードを
保険証として登録

マイナンバーカードを保
険証として利用するため
の登録が必要です。

使ってみよう
マイナ保険証

医療機関でのマイナ保険証の使い方
顔認証もしくは
4桁の暗証番号
を入力して本人
確認を行う

2 医療情報等の提供について
同意の確認を行う31 カードリーダー

にマイナンバー
カードを置く

4 受付完了

受付完了

置 いたマイナ
保険証を忘れ
ないでください

利用するには
前述の「使い方」
を再度行って
ください

マイナ保険証を利用するには利用登録が必要です。登録がお済みでない場合でも、医療機関のカードリー
ダーで登録することができます。

マイナ保険証の登録ができていない方は……
医療機関で登録できます

マイナンバーカードを取得していない方は、今すぐ取得しましょう

取得に関する詳しい内容は
こちらをご参照ください

マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/

※申込完了までに少し時間がかかる場合があります。
※カードリーダーの機種によっては、本人確認や同意取得の必要となるタイミングが異なる場合があります。

カードリーダーにマイ
ナンバーカードを置く1 本 人 確 認

（顔認証な
ど）やお薬
情報などの
同意取得を
行う

2 4保険証利用が未登録の
場合、「マイナンバーカード
を保険証と
して登録」と
いう画面が
出てくるので、
「登 録する」
を選択する

3

※画面はイメージです

登 録 方 法

全て同意する

個別に同意する

同意方法の確認

過去の医療情報等の提
供に同意しますか。
【手術／診察、お薬／
健診】

※画面はイメージです
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Informationインフォメーション

け ん ぽ

新規直接契約医療機関のご案内

健康者表彰　
＜1年間保険証等を使わなかった方を表彰し、今年も記念品を贈呈します＞

★ご不明な点は健保組合総務課までお問い合わせください。 ☎ 03（3634）5151

今年も健康者表彰を実施します

【対象者】	 当健保組合の被保険者で、下記の対象期間中に資格を有し、保険診療を受けなかった方。
　　	 ※確認審査の段階で資格を喪失されている方は除きます。
　　	 ※被扶養者（家族）が受診されていても被保険者（本人）の受診がなければ該当します。

【対象期間】	 令和 6年1月1日～令和6年12月31日までの1年間
【申込方法】	 事業所の担当者に申し出て、事業所経由で当健康保険組合へ報告書をご提出ください。

「記念品一覧」を令和７年５月初旬にお送りする予定です。その中からお選びください。
記念品は６月中旬に事業所単位でお送りします。

記念品の発送

●明和セントラル病院
所 在 地：	群馬県邑楽郡明和町中谷331-1
健診内容：	生活習慣病　自己負担額	　3,300円
	 人間ドック　自己負担額		16,000円　

健康企業宣言　
当健康保険組合で下記の事業所が
認定されました。

「健康優良企業　銀　の認定証」
	 株式会社　鬼塚硝子
	 株式会社　瀧口製作所

【日　 時】	令和7年2月26日（水）午後3時30分
【場　 所】	金属プレス会館　6階大会議室
【議決事項】	第1号議案：令和7年度事業計画について
	 第2号議案：	令和7年度収入支出予算について
	 第3号議案：重要財産の処分について
	 第4号議案：健康保険組合規程の一部改正（案）について

【日　 時】	令和7年2月12日（水）午後3時30分
【場　 所】	金属プレス会館　5階役員会議室
【議決事項】	第1号議案：組合規約第4条別表の一部改正について
	 第2号議案：第139回組合会の招集及び組合会に
	 	 提出する議案について

第400回 理事会

第139回 組合会
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